
In the case of developmental disorders, it is important to discover the disorder at an early stage and provide appropriate support

according to its conditions. The special needs education started in April 2007, and while institutional establishment is in progress

with regard to primary and middle schools, approaches in kindergartens are insufficient. In particular, setting specific goals and

selecting instructional contents for young children with developmental disorders are the problematic issues. Given these

circumstances, this study devised an individualized education program and a conducted practice, both based on the idea of “Jiritsu

Katsudo”, for two cases of young children with developmental disorders. As a result, specific instructional contents in accordance

with the individual child’s educational needs were drawn from the content of “Jiritsu Katsudo”.

Key words: education for early children, special needs education, “Jiritsu Katsudo”, developmental disorders

発達障害は早期に発見をしてその障害の状況等に応じた適切な支援を行うことが大切である。平成１９年４月に特別支援

教育がスタートし、小学校、中学校では体制整備が進んでいるが、幼稚園においては特別支援教育体制整備の取組は十

分ではない。特に発達障害のある幼児に対する具体的な目標設定及び，指導内容の選定が大きな課題となっている。本

研究では、発達障害のある幼児の二つの事例に対して、自立活動の考え方に基づく個別の指導計画作成及び実践を行っ

た。その結果、自立活動の内容から幼児一人一人の教育的ニーズに応じた具体的な指導の内容を導き出すことができた。
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1．はじめに
（１）幼稚園における特別支援教育の現状と課題

近年では、どこの保育園・幼稚園にも発達障害児

が在籍しているといわれているが、その実態に関す

る調査は多くない。幼児期における発達障害の実態

を明らかにすることは、早期支援・保育支援を進め

ていくために大切だと思われる。荻原（２００８）は愛

知県内の主要都市であるＮ市とＴ市における発達障

害児の実態調査と、先行研究の分析を行った結果以

下のような報告をしている。「愛知県の主要都市に

おける保育園・幼稚園には、２．０～４．５％の発達障害

児とその疑いのある子どもが存在している。また、

全国調査によると、その率は５．３％であり、その大

多数が高機能自閉症であった。障害を疑う契機にな

った行動は、コミュニケーションの問題、集団不適

応行動、友人関係のトラブルなどであった。発見後

の専門機関の利用については、４０～５０％が躊躇して

いた。その理由は、保育者が障害であるとの自信が

持てない、家族への配慮、家族の抵抗などであった。

巡回相談については、公立・私立、幼稚園・保育園

によって、現状は異なっていたが、大半の園が外部

の専門機関による支援を希望していた。特に私立幼

稚園については、長い間地域療育システムから外さ

れていたという不自由な状態が続いてきたが、本年

度から巡回相談が開始された。今後は、私立幼稚園

をも含めた地域療育システムの構築、専門機関との

連携が強く望まれる。」

また、発達障害早期総合支援モデル事業において

岐阜大学が行った全国の市区町村教育委員会や公立

幼稚園に対するアンケート調査からは、次のような

報告がなされている。「障害の診断のある発達の遅

れやかたよりが気になる園児数について、障害の診

断がある園児２．３％、発達の遅れやかたよりが気に

なる園児２．９％、合計５．２％。障害の診断がある園児

の５割は自閉症である。気になる園児への対応につ

いて、診断のある園児の場合は補助者をつける、園

内相談を実施、外部機関からの助言、通園施設・相

談機関などに通う。診断がない気になる園児の場合

は園内相談、担任のみの対応であった。」

就学前の時期は、就学後の学習や集団生活の基礎
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となる社会性やコミュニケーションなどを学ぶ大切

な時期である。発達障害のある子どもの場合はこれ

らを学ぶことが苦手であり、適切な支援がなかった

り、環境を整えられなかった場合には二次的障害を

起こすこともある。逆に、早期に適切な支援を得る

ことができれば、学習や生活に適応することが可能

になる。このように発達障害児の早期支援の重要性

については従来から指摘されているが、保育園、幼

稚園などにおける取組が少ないのが現状である。

平成１９年４月から新たな制度としてスタートした

特別支援教育において、文部科学省は、特別支援教

育の推進に関する調査研究協力者会議の審議の中間

とりまとめとして「特別支援教育の更なる充実に向

けて～早期からの教育支援の在り方について～」を

発表した。その中で特別支援教育における課題につ

いて以下のように述べている。

「現在、都道府県や市町村、各学校においては、

平成１９年４月に出された文部科学省初等中等教育局

長通知「特別支援教育の推進について」や障害者基

本計画に基づく重点施策実施５か年計画（平成１９年

１２月障害者施策推進本部決定）、教育振興基本計画

（平成２０年７月閣議決定）等に基づき、校内委員会

の設置、実態把握の実施、特別支援教育コーディネー

ターの指名、特別支援教育支援員の配置、個別の教

育支援計画や個別の指導計画の作成・活用、さらに

教職員研修など教員の専門性向上のための取組が進

められており、これらの特別支援教育の体制整備は、

各学校種において一定程度、進みつつある。しかし、

幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そ

れに対応した適切な指導及び必要な支援を行うとい

う特別支援教育の理念の実現という観点からは、こ

れらの取組はまだ緒についたばかりである。今後、

特別支援教育体制の更なる整備のほか、障害のある

幼児児童生徒の将来を見通し、一人一人の教育的

ニーズに応じた計画的かつ適切な指導及び必要な支

援を行うことなど特別支援教育の更なる質的な充実

を図っていくことが求められており、そのためには、

なお多くの課題がある。」

図１に示すように、文部科学省平成２０年度特別支

援教育体制整備状況調査（２００９）からは、小学校、

中学校の特別支援教育の体制整備はかなり進んでき

ており、校内委員会の設置、実態把握の実施、特別

支援教育コーディネーターの指名が９０％を超えてい

るのに比べ、幼稚園、高等学校という義務教育段階

図１ 文部科学省平成２０年度特別支援教育体制整備状況調査（調査基準日平成２０年９月１日）
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以外の学校種においては体制整備が遅れていること

がわかる。特に個別の指導計画、個別の教育支援計

画の作成・活用が少ないという点については、支援

の計画性や評価、支援の連携や申し送りなど様々な

面での課題があることが考えられる。

幼稚園における特別支援教育の現状について、文

部科学省の特別支援教育の推進に関する調査研究協

力者会議は、審議の中間とりまとめである「特別支

援教育の更なる充実に向けて～早期からの教育支援

の在り方について～」（２００９）の中で以下のような

報告をしている。「学校教育法の改正（平成１８年６

月公布、平成１９年４月施行）により、幼稚園は、そ

の在籍する障害のある幼児に対して障害による学習

上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこ

とが規定された。また、平成２０年３月に告示された

新しい幼稚園教育要領においても、障害のある幼児

について個別の指導計画や個別の教育支援計画を必

要に応じて作成するなど、個々の幼児の障害の状態

などに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、

組織的に行うことが示された。一方で、文部科学省

の調査によると、幼稚園における校内委員会の設置、

特別支援教育コーディネーターの指名、教職員研修

の実施などの特別支援教育体制整備については、取

組が十分ではない状況にあることが指摘されてい

る。」

さらに、幼稚園の特別支援教育体制の充実につい

て以下のように提言している。「幼稚園については、

障害のある幼児の実態把握や校内委員会の設置、特

別支援教育コーディネーターの指名などの基本的な

体制整備を早急に図っていくことが必要である。ま

た、それとともに、特別支援学校のセンター的機能

による支援を積極的に活用すること等を通じて、教

員の特別支援教育に対する理解や幼児の実態把握を

進め、障害のある幼児に対する指導・支援の充実を

図ることが必要である。」そして、指導・支援の具

体的な手立てとして幼稚園における個別の指導計画

及び教育支援計画の作成推進を求めている。「幼稚

園における特別支援教育を推進するためには、（中

略）個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成・

活用するなどして、一人一人の教育的ニーズに応じ

た支援の充実を図ることが必要である。」

新しい幼稚園教育要領（２００８）においても、障害

のある子どもに対して指導する際、個別の指導計画

及び個別の教育支援計画を作成する重要性について

以下のように記載されている。「障害のある幼児の

指導に当たっては、（中略）特別支援学校などの助

言又は援助を活用しつつ、例えば指導についての計

画又は家庭や医療、福祉などの業務を行う関係機関

と連携した支援のための計画を個別に作成すること

などにより、個々の幼児の障害の状態などに応じた

指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う

こと」

特別支援教育の基本的な考え方としては、幼児期

から学校卒業までの様々な支援を教育支援と捉えて

一貫して行っていくということである。支援にあた

っては、個別の指導計画や個別の教育支援計画を作

成・活用することにより、特別支援学校学習指導要

領の自立活動に設定されている「個々の幼児が自立

を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主

体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態

度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤

を培う」というねらいが達成される必要がある。

個別の指導計画とは、障害のある子ども自身が有

しているよさを引き出しながら、学習上又は生活上

の困難を主体的に改善・克服できるように指導する

ための計画書である。例えば、集団活動が苦手で、

大勢の中に入るとパニックになる子がいる場合、個

別の指導計画はその子が段階的に集団活動を受け入

れていくような方法やパニックになったときにはど

のような対応が必要かなど具体的な支援の方法を考

慮し作成していく。一方、個別の教育支援計画は、

より長期的な視点を持った計画書である。幼児期か

ら高等学校卒業後の自立を見すえ、当面は幼稚園か

ら就学までに必要とされる総合的な支援を考え、医

療、福祉などの専門機関との連携や就学先の選択な

どの課題について考慮し作成していく。しかし、個

別の指導計画、および教育支援計画ともに、幼稚園

の中だけで作成することが難しい場合もある。その

ため、幼稚園教育要領では、特別支援学校などの助

言又は援助を活用すること、家庭や医療、福祉など

の業務を行う関係機関との連携の重要性に言及して

いる。

（２）幼稚園における自立活動の指導

特別支援学校幼稚部教育要領解説では、自立活動

のねらいを「個々の幼児が自立を目指し、障害によ

る学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服す

るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、

もって心身の調和的発達の基盤を培う。」と定め、

その意味するところを以下のように説明している。

「自立活動のねらいは、幼稚部における生活の全体

を通して、幼児が障害による学習上又は生活上の困

難を主体的に改善・克服するために期待される態度

や習慣などを養い、心身の調和的発達の基盤を培う

ことによって、自立を目指すことを示したものであ
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る。ここでいう「自立」とは、幼児がそれぞれの障

害の状態や発達の段階等に応じて、主体的に自己の

力を可能な限り発揮し、よりよく生きていこうとす

ることを意味している。そして、「障害による学習

上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する」と

は、幼児の実態に応じ、日常生活や遊び等の諸活動

において、その障害によって生ずるつまずきや困難

を軽減しようとしたり、また、障害があることを受

容したり、つまずきや困難の解消のために努めたり

することを明記したものである。なお、「改善・克

服」については、改善から克服へといった順序性を

示しているものではないことに留意する必要がある。

また、「調和的発達の基盤を培う」とは、一人一人

の幼児の発達の遅れや不均衡を改善したり、発達の

進んでいる側面を更に伸ばすことによって遅れてい

る側面の発達を促すようにしたりして、全人的な発

達を促進することを意味している。このようなねら

いを達成するために、教師が指導し、幼児が身に付

けることが期待される事項を整理してまとめたもの

を、自立活動の内容として示している。これらのね

らいと内容は、いずれも幼児の障害の状態等を前提

として必要とされる指導を念頭に置いて示したもの

である。そのため、０歳から３歳未満の発達を含め、

幼児の多様な実態に対応できるように構成されてい

る。」

自立活動のねらいは特別支援学校幼稚部に在籍す

る幼児だけではなく、保育所・幼稚園などに在籍す

る障害のある幼児に対しても必要性があると思われ

る。特別支援教育が場に応じた教育をするのではな

く、個々のニーズに応じた教育を目指すのであれば、

自立活動の指導についても通常の教育という場にこ

だわらず個のニーズに基づいて実施されることが望

まれる。

また、自立活動の指導に際して個別の指導計画を

作成する場合について以下のように解説している。

「自立活動の指導に当たっては、個々の幼児の障害

の状態や発達の程度等の的確な把握に基づき、指導

のねらい及び指導内容を明確にし、個別の指導計画

を作成すること。（中略）幼稚部における自立活動

のねらい及び内容は、他の五つの領域すなわち、健

康、人間関係、環境、言葉及び表現のねらい及び内

容との関連を図り、具体的な活動を通して総合的に

指導される場合と、この領域に重点を置いて指導さ

れる場合とに大別される。この規定の前段では、自

立活動の指導に当たって、幼児一人一人の実態に基

づいた個別の指導計画を作成することを示している。

すなわち、幼稚部においては、自立活動に重点を置

いて指導を行う場合はもとより、総合的に指導する

場合においても、個別の指導計画に基づいて指導す

る必要がある。個別の指導計画の作成の手順や様式

は、それぞれの学校が幼児の障害の状態や発達の段

階等を考慮し、指導上最も効果が上がるように考え

るべきものである。」

また、個別の指導計画の作成手順の一例が示され

ている。

①個々の幼児の実態（障害の状態、発達や経験の程

度、生育歴等）を的確に把握する。

②個々の実態に即した指導のねらいを明確に設定す

る。

③幼稚部教育要領第２章自立活動の２の内容の中か

ら、個々の指導のねらいを達成させるために必要

な項目を選定する。

④選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内

容を設定する。

⑤他の領域との関連を図り、指導上留意すべき点を

明確にする。

さらに自立活動の内容と具体的な指導内容の選定

について以下のような説明がされている。「個別の

指導計画に盛り込まれる指導内容は、個々の幼児が

必要とするものを自立活動の内容の中から選定し、

それらを相互に関連付け、具体的に設定するよう示

している。自立活動の内容は、人間としての基本的

な行動を遂行するために必要な要素と障害による学

習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要

な要素を挙げ、それらを分類・整理したものである。

自立活動の六つの区分は、実際の指導を行う際の「指

導内容のまとまり」を意味しているわけではない。

つまり、「健康の保持」、「心理的な安定」、「人間関

係の形成」、「環境の把握」、「身体の動き」又は「コ

ミュニケーション」のそれぞれの区分に従って指導

計画が作成されることを意図しているわけではない

ので、この点に留意する必要がある。」

すなわち、幼稚園に在籍する発達障害のある幼児

を含めた障害児に対する個別の指導計画作成にあた

っては、幼稚園教育要領に示されている健康、人間

関係、環境、言葉及び表現の五つの領域におけるね

らい及び内容と密接な関連を図りながら、一人一人

の幼児の指導のねらいに基づいて、自立活動の内容

（表１）の中から必要とする項目を選定し、それら

を相互に関連付けて、具体的な指導内容を設定する

ように工夫することが大切である。また、指導内容

を段階的に取り上げ、必要に応じて総合的な指導を

行ったり、自立活動の内容に重点を置いた指導を行

ったりして、計画的、組織的に指導が行われるよう

こども教育宝仙大学 紀要 １（２０１０年３月発行）
HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol.1（Mar. 2010）

６８



にしなければならない。

自立活動の内容に重点を置いた指導は、個別に、

あるいはグループごとに幼稚園における生活の流れ

の中で意図的に行ったりすることが考えられる。こ

のような場合においても、幼児が興味をもって意欲

的に取り組むことのできる具体的な指導内容や環境

を設定することが大切である。

本研究では、幼稚園に在籍する発達障害のある幼

児に対し、自立活動の指導を軸とした個別の指導計

画を作成・活用した事例について効果的な支援が実

施できたかについて検討を行った。事例は、筆者か

巡回指導を行っている幼稚園において、助言を求め

られた際、担任教師に対して個別の指導計画の作成

の手順、対象幼児の特性の解説、自立活動の内容か

ら具体的な指導の内容や手立てを考えることなどを

説明し、担任教師の具体的な指導・支援の実践後に

指導経過を調査した。

2．幼稚園における発達障害のある幼児に対する
自立活動の実践

（１）事例１

自立活動の指導に当たっては、個々の幼児の実態

を的確に把握することが大切である。そのためには、

当該児、保護者のニーズ、幼稚園の中での課題、障

害について、発達段階、経験の多寡、興味・関心の

あること、環境面（家庭・学校）などについての情

報を集め実態を把握する。さらに集められた様々な

情報は、整理され解釈される必要がある。整理の方

法には様々なものがあるが、本研究では特別支援学

校指導要領自立活動編解説の例として示されている

ような自立活動の区分に即して整理をした。（図２）

広汎性発達障害のある幼児Ａくんは、「新奇な活

動や予定の変更で不安になり、パニックを起こすこ

とがある」「トイレでの排尿行動が困難である」「集

団参加が難しい」「視覚的な情報処理が得意」「言葉

によるコミュニケーションが苦手である」などが観

区 分 内 容

１．健 康 の 保 持

（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（３）身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（４）健康状態の維持・改善に関すること。

２．心 理 的 な 安 定
（１）情緒の安定に関すること。
（２）状況の理解と変化への対応に関すること。
（３）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。

３．人 間 関 係 の 形 成

（１）他者とのかかわりの基礎に関すること。
（２）他者の意図や感情の理解に関すること。
（３）自己の理解と行動の調整に関すること。
（４）集団への参加の基礎に関すること。

４．環 境 の 把 握

（１）保有する感覚の活用に関すること。
（２）感覚や認知の特性への対応に関すること。
（３）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５．身 体 の 動 き

（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。
（４）身体の移動能力に関すること。
（５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること

６．コミュニケーション

（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（２）言語の受容と表出に関すること。
（３）言語の形成と活用に関すること。
（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること。

表１ 自立活動の内容

発達障害のある幼児の特別支援教育に関する研究
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幼児：Ａくん年長（５歳） 障害名等：広汎性発達障害

図２ 事例１ Ａくんの具体的な指導内容

図３ 事例１で用いたソーシャルストーリー（実際の教材を参考に筆者が作成した）

。
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察されている。

実態把握と障害の特性などを解釈した結果、「生

活リズムを形成する」「対人関係の基礎を学ぶ」「感

情のコントロールがうまくなる」などの観点から自

立活動の指導の目標を設定することができる。Ａく

んは、就学に向けて定時排尿の練習中であるが、誘

いかけに対して拒否し、失禁を繰り返していた。言

葉による誘いかけが繰り返されると時にパニックを

起こすこともあった。しかし、担任との信頼関係は

とれていること、絵や写真を見たりすることは好き

なことなどから、「教師の指示に従って定時排尿が

できるようになる」という指導目標を設定した。

次に、この指導目標を達成するために、具体的な

指導内容を設定する必要がある。そこで、自立活動

の内容に示されている項目の中から、それぞれ必要

な項目を選定し、それらを適宜組み合わせることに

よって、具体的な指導内容を設定するようにした。

本事例では、自立活動の内容として、心理的な安

定「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克

服する意欲に関すること」、人間関係の形成「他者

の意図や感情の理解に関すること」、環境の把握「感

覚や認知の特性への対応に関すること」、コミュニ

ケーション「コミュニケーション手段の選択と活用

に関すること」を選択した。これらを整理した上で、

特別支援学校指導要領自立活動編解説の例を参考に

図２のような関係図を作成した。Ａくんの担任教師

への助言は関係図に従って、実態把握、指導目標の

設定、必要とされる自立活動の内容を説明し、Ａく

んの障害特性、指導方法の例などについて助言をし

た。指導方法の例として、Ａくんの得意な視覚的情

報が得られる教材としてソーシャルストーリーを紹

介した。その結果、担任の教師は具体的な指導内容

として、「定時排尿で成功したら適度にほめる」「定

時排尿によって活動をルーチン化する」「トイレに

行く指示は個別に行い、担当者を固定化する」「絵、

写真を用いてトイレ動作の手順やコミュニケーショ

ンの指導（ソーシャルストーリーの作成・活用）を

行う」を設定することができた。

図３は実際の担任の教師が指導で用いた「絵、写

真を用いたトイレ動作の手順（ソーシャルストー

リー）」を参考に筆者が作成したものである。（実際

に使用した教材は顔の部分がそれぞれ当該幼児、担

任教師の写真になっている）

Ａくんは教材のソーシャルストーリーを気に入り、

個別の指導を開始して２ヶ月で、「トイレに行きま

す。」「おしっこをします。」と言いながら、幼稚園

のトイレで排尿することが可能になった。

（２）事例２

AD/HD（注意欠陥多動性症候群）の診断を受けて

いるＦ男くんは、「失敗体験が多く、母親の不安感な

どもあり情緒的な不安定さがある」「衝動性、多動

性があり集団活動が苦手である」「友達とのトラブ

ルも多い」「自分勝手に動いてしまう」「友達に対し

て衝動的に暴言を吐くことがある」など行動のコン

トロールが苦手であり、そのために友達との関係が

うまくいかないことが観察されている。また「言葉

の指示が通らないことがある」ことから聴覚的な情

報を理解するよりは視覚的な情報を理解しやすいこ

とも観察された。母親は子育てに対する不安感が大

きく、Ｆ男くんの園での様子が常に気になり、担任

の教師に対する指導や支援の要求も多くなっていた。

担任教師との話し合いで、「トラブルが多くなり

がちな遊びの場面で行動のコントロールができるこ

と」「うまく行動できたらすぐにほめ、Ｆ男くんが

自己効力感を持てるようにすること」「うまくでき

たという肯定的なメッセージを母親に報告すること

で心理的な安定を保たれるようにすること」という

支援の方針を確認し、指導目標を「遊びの中で友達

とうまく関わることができる」と設定した。自立活

動の内容として、心理的な安定「情緒の安定に関す

ること」「状況の理解と変化への対応に関すること」、

人間関係の形成「自己の理解と行動の調整に関する

こと」、環境の把握「認知や行動の手掛かりとなる

概念の形成に関すること」、コミュニケーション「状

況に応じたコミュニケーションに関すること」を選

択した。これらの話し合いを受けて、担任教師は具

体的な指導内容として、「友達とうまく関われたと

きはほめる、うまく関われたことは母親に報告し、

家でほめてもらう」「遊びの中で手を出した、暴言

があったときは、冷静になってからどうすればよか

ったかを説明し実際にやってみる」「SST絵カード

を使って友達との適切な関わり方を学ぶ」を設定し

実践した。図４にＦ男くんの個別の指導計画作成に

関する関係図及び具体的な指導内容を示した。図５

は教材として使用した SST絵カードである。

その後、担任教師の指導によってＦ男くんのトラ

ブルが減り、ほめられることが増えてきた。また、

保護者との面談を行う機会が得られ、支援の具体的

な指導についてコンサルテーションした結果、安心

感が担保されたようで、担任教師への要求はほとん

どなくなった。保護者の心の安定は結果的にＦ男く

んの安定感につながり、３ヶ月後の巡回指導時には

他の幼児と見分けがつかなかったほど落ち着いて行

動ができるようになっていた。
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幼児：Ｆ男くん年中（４歳） 障害名等：AD/HD（注意欠陥多動性症候群）

図４ 事例２ Ｆ男くんの具体的な指導内容

図５ 事例２で使用した SST絵カード
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3．考察
最近、発達障害の子どもとその保護者が、特別支援教

育を期待して公立幼稚園を選択するケースが増加してい

るようである。しかし平成２０年度特別支援教育体制整備

状況調査（２００９）からは幼稚園の特別支援教育の体制整

備が不十分であることが伺える。特に個別の指導計画、

個別の教育支援計画作成・活用において実施が進んでい

ない。個別の指導計画を作成・活用している幼稚園の教

師からは「支援の目標を意識して支援し、ポイントを押

さえて具体的な手だてを記録することができる」「成長

の経過をたどったり、以前の姿を振り返ったりすること

が可能になる」などの意見がある反面、発達障害に対す

る専門的な知識や経験が少ないという現状があり、「個

別の指導計画が一人一人の実態や発達段階にそった目標

設定であったのか、手だての方法は適切であったのかが

判断しきれない」「特別支援教育や発達障害に関する理

解・啓発のためのガイドブックや様々な専門書は出てい

るが、一人一人に応じた支援方法は手探り状態であっ

た」という意見も聞かれる。

金ら（２００８）は、幼稚園における特別支援教育の実施

体制整備のための課題として以下のような三つの観点を

あげている。「第一に、幼稚園における特別支援教育を

実践していくに当たって、アセスメント情報からねらい

や具体的手立てを引き出す作業を容易にするために、個

別の指導計画のマニュアル開発及び、アセスメントから

評価にいたるまで保護者の参加を促す方法等を工夫する

ことが望まれる。特に、障害児に関する知識やスキルの

十分でない幼稚園教諭にとって、各幼児に的確な発達課

題及びねらいを引き出す作業に戸惑いを感じる可能性が

考えられる。第二に、幼稚園教諭の障害児保育に関する

技術の向上や、障害児に対する理解の促進、専門家およ

び専門機関との連携に関する内容を中心とし、幼稚園教

諭のニーズに応じて、より充実な研修プログラムの開発

が必要である。第三に、本調査を通して、多くの協力園

で個別の指導計画書が日常の保育活動の中で有効に活用

されるための改善の必要性を指摘している。個別の指導

計画の実効性を高めるためには、個別の指導計画が日常

の保育活動の中に埋め込まれるように計画し、実践して

いくための書式の開発や、アセスメントからねらいの作

成及び評価まで有機的に連携されることが重要であ

る。」

今回の実践においては、第一の観点である、アセスメ

ント情報から子どもの実態に応じた適確なねらいや具体

的手立てを引き出すための作業を、障害のある子どもの

教育領域である自立活動の指導を通して行った。その際、

表１の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、

それらを相互に関連付け、具体的に指導内容を設定した

のであるが、自立活動の内容をそのまま伝えたのではわ

かりにくいため幼稚園の教育内容である健康、人間関係、

環境、言葉及び表現のねらい及び内容との関連を図り、

具体的な活動を通して総合的に指導するように助言した。

二つの事例における個々の幼児の教育課題と自立活動の

内容を表２に示した。その結果、二つの事例とも具体的

な指導が展開され、効果をあげることができたと考える。

幼児 教育課題 自立活動

Ａ
く
ん

健康
（７）身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分でする。
（８）幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しをもって行動する。

健（１）・身（３）
健（１）・心（１）（２）

人間関係
（１）先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 人（１）（２）（３）（４）

言葉
（１）先生や友達の言葉や話に興味や関心をもち、親しみをもって聞いたり、話したりする。 コ（４）

Ｆ
男
く
ん

健康
（１）先生や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。

人（１）（２）（３）（４）
心（１）

人間関係
（６）自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。
（８）友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりなどする。
（１０）友達とのかかわりを深め、思いやりをもつ。
（１１）友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。
（１２）共同の遊具や用具を大切にし、みんなで使う。

コ（５）
人（１）（２）（３）
人（１）（２）（３）
人（３）（４）
人（２）（３）（４）

言葉
（５）生活の中で必要な言葉が分かり、使う 人（１）・コ（５）

表２ 教育課題と自立活動の内容
※ 自立活動の内容は表１の自立活動の区分及び内容を示している。

例えば、健（１）は、健康の保持（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関することを示している。
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このように指導目標を達成するために必要な具体的な

指導内容の設定には、いくつかの項目が関連する。言い

換えれば、自立活動の内容は、具体的な指導内容を検討

する際の視点を提供しているものと言えるのである。

今回実践したような個別の指導計画の指導は、次の点

については、十分留意する必要がある。

第一に、個別の指導計画の作成に当たっては、個々の

幼児に関する様々な情報の中から必要な情報を選択して

的確に実態を把握し、それに基づいて指導の目標や具体

的な指導内容等を設定することが大切である。こうした

個別の指導計画を作成するためには、障害による学習上

又は生活上の困難を改善・克服する指導について、一定

の専門的な知識や技能が必要である。そのため自立活動

の指導における個別の指導計画の作成には、園内で専門

的な知識や技能のある教師が関与することが求められ、

各幼稚園に専門的な知識や技能のある教師が適切に配置

されていることや専門性のある教師を計画的に養成して

いくことが大切である。また、必要に応じて、外部の専

門家と連携を図ることも有効である。特に地域のセン

ター的機能を有する特別支援学校との連携が行われるよ

うになれば、自立活動に関する指導・助言が可能になる

と思われる。

今後は、さらに幼稚園における自立活動に基づいた個

別の指導計画作成及び活用の事例を増やすとともに、個

別の教育支援計画の作成、保育園における個別の保育プ

ランなどへの応用などを検討していきたい。また、金ら

（２００８）が述べている第二の課題である幼稚園教諭の

ニーズに応じた充実した研修プログラムの開発及び第三

の課題である個別の指導計画が日常の保育活動の中に埋

め込まれるような書式の開発、アセスメントからねらい

の作成及び評価までの有機的な連携についても検討して

いく必要があると思われる。
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